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笠松町公共施設等総合管理計画策定委員会設置条例 

平成 27 年６月５日条例第 23 号 

 

（設置） 

第１条 町が所有する全ての公共施設等について、現況及び将来の見通しを踏まえ、総合的かつ

計画的に管理する計画（以下「総合管理計画」という。）を策定するため、笠松町公共施設等総合

管理計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、町長の諮問に応じ、総合管理計画の策定に関する事項について調査審議する。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 10 人以内をもって組織する。 

 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(１) 町民 

(２) 学識経験を有する者 

(３) その他町長が必要と認める者 

２ 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、会長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聞

くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、企画環境経済部において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  
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笠松町公共施設等総合管理計画策定の経過 

 

 

  

年 月日 項目内容

　５月　８日 第１回笠松町公共施設等総合管理計画策定会議

　６月　５日 笠松町公共施設等総合管理計画策定委員会設置条例制定

　７月　８日 第２回笠松町公共施設等総合管理計画策定会議

　９月１４日 職員説明会実施

１２月１７日 第１回笠松町公共施設等総合管理計画策定委員会（諮問）

　５月１７日 第２回笠松町公共施設等総合管理計画策定委員会

　６月２０日
　～７月８日

住民アンケート実施

１１月１４日 第３回笠松町公共施設等総合管理計画策定会議

１２月２６日 第３回笠松町公共施設等総合管理計画策定委員会

　１月２６日 第４回笠松町公共施設等総合管理計画策定委員会

　２月１３日
　　～２８日

パブリックコメントの実施

　３月　８日 第５回笠松町公共施設等総合管理計画策定委員会（答申）

平成２７年

平成２８年

平成２９年
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笠松町公共施設等総合管理計画 

平成 29 年 3 月 

笠松町役場 企画環境経済部企画課 

〒501－6181  岐阜県羽島郡笠松町司町１番地 

TEL：058－388－1111 

FAX：058－387－5816 

E メール：kikaku@town.kasamatsu.lg.jp 

 


